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「いりあい交流」がつなぐ日本とインドネシア――山村の知恵と経験に学ぶ 

     島上 宗子 

 

１． ヘダ―ルさんの注文 

 

「トヨタ、ホンダ、サムライだけではなく、日本の入会
いりあい

の経験をもっとインドネシアに伝えてほしい！」 
2003年夏、短期来日したインドネシア人ヘダール・ラウジェンさんは、こう繰り返した。ヘダールさん

は、スラウェシ島で森と土地をめぐる紛争解決に奔走している弁護士だ。彼のこの「注文」が、本章で紹

介する「いりあい交流」を構想するきっかけの一つとなった。ヘダールさんは、日本のムラに息づいてき

た自然資源の共同管理の仕組み「入会」とその経験に、インドネシアの山村の人々が直面している課題を

解いていくヒントがある、と直感したようだった。 

過去１０年あまり、東南アジア地域研究を専攻する大学院生として、インドネシアの「村落自治」の動

きを追いかけていた私は、フィールドワークの過程でヘダールさんと知り合った。そして、ヘダールさん

のこの直感を通して、日本とインドネシアの同時代性と、「入会」のもつ現代的価値を再認識することとな

った。日本のムラに息づいてきた資源管理と合意形成の仕組みである「入会」と「寄合」は、コミュニテ

ィの自治を支える柱であり、昔も今も、ムラでもマチでも、時代や国境を越えて学びあえる価値――暮ら

しを支え、自治を育む共生の知恵がある、と考えるようになったのだ。 

 思いを同じくする人々との出会いが重なり、2004 年春には、「いりあい・よりあい・まなびあいネット

ワーク（略称、あいあいネット）」を立ち上げた。中心メンバーは、アジア、アフリカの各地で国際協力活

動に従事してきたＮＧＯ実践家、アジアや日本で村落研究・地域研究に携わってきた者などだ。そんな私

たちが今目指しているのは、「いりあい」と「よりあい」をめぐる「まなびあい」の関係を、国境、世代、

職業など、あらゆる垣根を越えてつくりだすことである。ひらがなで「いりあい」と「よりあい」と表現

したのは、「入会」「寄合」を現代的かつ実践的な意味で捉え直していきたいと考えたからだ。ここではと

りあえず、「いりあい」を「暮らしと自治を支える『みんなのもの』を守り育むこと」、「よりあい」を「立

場を越えて知恵を出し合い、話し合い、直面する課題を解決していくこと」と定義しておこう。 

 あいあいネットでは、日本と世界、とくにアジアの各地でコミュニティの自治をめざし、地域づくりに

取り組む人々をつなぐ活動を実施している（http://www.i-i-net.org/）。なかでも、「いりあい」をキーワ

ードとして、日本とインドネシアの山村の知恵や経験をつなぐ試み、略して「いりあい交流」は、私たち

が現在進めている活動の柱の一つだ。なぜ「いりあい交流」を構想するにいたったのか。その背景となっ

たインドネシアの近年の社会状況から話を始めてみよう。 

 

２． なぜ、「いりあい交流」なのか 

 

インドネシアの「村落自治」の動き 

インドネシアは数千の島々から成る世界最大の島嶼国家だ。陸海を含む広がりは、アメリカ合衆国の北

米領土にも匹敵する。そこには、言語・慣習・文化の異なる 300とも 500ともいわれる民族が暮らしてい

る。ガンポン、フタ、ナガリ、マルガ、デサ、マヌア、ンガタなど、ムラを表すことばが地域によって異

なるように、ムラの成り立ちや仕組みはさまざまだ。 
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国のスローガン「多様性の中の統一」が象徴するように、多様な民族からなる広大な地域をいかに国と

して統一していくかは、インドネシア建国以来の国家課題である。しかし、このスローガンの実現は、実

際には矛盾だらけだ。とくに国家主導の開発が強権的に進められたスハルト政権期（1966～1998）は、多

様なムラヽヽが徹底的に画一化された時期である。全国一律の人口規模基準があてはめられ、社会的に意

味をなさない形で多くのムラが分割・合併された［Kato 1989］。私がインドネシアで初めてのフィールド

ワークを行った 1994/95年当時は、全国津々浦々、村の機構から村役人の制服、役場の看板やスタンプの

形にいたるまで事細かに統一され、画一的な開発事業が上意下達の形で次々と実施されていた［島上 2001］。

国のスローガンに反して、「多様性を壊しての統一」といったほうがしっくりする政策が実際にはとられて

いたのだ。 

画一化を目指す国の政策と多様なムラの現実の大きなズレは、森をめぐる状況についても同じだ。世界

でも指折りの生物多様性を誇るインドネシアの森林は、そのほとんどすべてが国有林である。もっとも正

確にいえば、インドネシアに「国有林」は存在しない。インドネシア国憲法第 33条第 3項は「大地と水、

およびその中に包蔵された天然の富は、国家によって管理され、最大限人民の福祉のために活用される」

と謳い、この規定により、インドネシアの森林はすべて国家が「管理する」ものとされている。ここでい

う「管理」には、森林、森林区域、森林産物に関わるあらゆる事項を規定し、森林区域を設定し、森林に

関わる法律を制定する権限が含まれる。インドネシア語で「森林区域」(kawasan hutan)と呼ばれる区域

は、国が森林として設定した区域であり、所有権は存在せず、国（林業省）の一元的管轄下にある。実質

的には日本の「国有林」に近いといえるだろう。 

「森林区域」では、政府の許可なしには、人は居住することも、耕作することも、森を利用することも

できない。しかし現実には、「森林区域」にはインドネシア建国のはるか以前から、森とともに生きてきた

人々が暮らすムラがいくつも存在している。インドネシアの縦割り行政がなせる業なのか、林業省の地図

では「森林区域」として誰も住んでいないことになっていても、村役場（内務省管轄）や公立小学校（教

育文化省管轄）があることもよくある話なのだ。 

現実に根ざさない政策が、現場レベルでさまざまな矛盾や紛争を生んできたことは説明するまでもない

だろう。1998年、スハルト大統領を退陣に追い込み、活発化した「改革」機運は、こうした数々の矛盾を

背景としている。「民主化」と「地方自治」が時代のキーワードとなり、1999年にだされた地方行政法は、

それぞれのムラの慣習にもとづいた自治を尊重する方向性をはっきりと打ち出した。スハルト政権期には

一度も耳にすることがなかった「村落自治」という言葉が、マスコミ、政府文書だけではなく、村人の会

合などでも頻繁に見聞きされるようになっていった。 

村落自治の動きは、とくにジャワ以外のいくつかの地域では、「慣習復興」をキーワードとして進展して

きた[島上 2003]。慣習にもとづくムラのかたち・仕組みを復興しよう、そして、代々受け継いできた森や

土地に対するムラの権利をとりもどそう、という動きである。 

 

山村を歩きまわる弁護士との出会い 

 こうした村落自治の動きを追う中で、私はヘダールさんと知り合った。ヘダールさんは中スラウェシ州

のカイリ族の出身で、州都パルを拠点に森や土地に対する村人の権利を擁護する活動にあたっている。弁

護士といっても、お金にならない弁護士業ばかりに専念し、「バンタヤ」となづけたNGOを設立してより

広範な活動をしている。矛盾だらけの国の法律に依拠した法律扶助活動だけでは問題は解決しない、民衆



 3 

の法（ムラのしきたり・決まり・慣習）を強める活動が必要だ、と考えたためだという。ちなみに「バン

タヤ」はカイリ族の言葉で、「ムラの寄り合い場所」を意味している。事務所にいることは少なく、縮れた

長髪をゴムでむすび、T シャツにサンダル姿で、スラウェシの山村を歩きまわっている。村人に請われ、

スハルト政権時代に数年間、山村の村長を務めていた経験もある。「［規定で決められていた］村長の制服

なんて一度も着たことなかったよ」という、当時としてはかなりの変わり者村長だったようだ。 

 そんなヘダールさんが、2003年７月、大阪市立大学法学部が主催する国際シンポジウムに招待されるこ

とになった。シンポジウムの実行委員会を担う友人から、「インドネシアで先住民の権利擁護に現場でとり

くんでいる法律の専門家がいたら紹介してほしい」と頼まれ、心当たりの団体・友人に尋ねたところ、名

前があがったのがヘダールさんだった。せっかく来日するのだから、シンポジウムとホテルに缶詰めでは

もったいないと、関西の山村を訪ねたり、研究者たちと議論・交流する機会をもうけた。 

 ほんの一週間の来日だったのだが、日本で見聞きしたことは、ヘダールさんにとって大きな衝撃を与え

たようだった。日本には豊かな森があること、山の神さまがいること、そして、入会とよばれる慣習があ

ることに衝撃をうけたのだ。ヘダールさんの衝撃は、私にとっても、日本の山と人のかかわり、とくに入

会に目を向けるきっかけ、転機となった。インドネシアの山村の人々だけではなく、日本の都会に暮らし、

自然とのつながり、人と人のつながりを失いつつある私たちこそが学ぶべき価値がそこにある、と考える

ようになったのだ。 

 

暮らしと自治をささえる「入会」と「寄合」 

 「いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク」と記した名刺を渡すと、とくに若い世代の人から、

「いりあいって何ですか」と尋ねられることがある。正直なところ、こう尋ねられるといまだに答えに窮

してしまう。教科書的に定義すれば、「ある一定の領域の地域住民が、慣習的な権利によって山・川・土地

を共同で利用・管理すること」となるだろうが、これでは、山村で見聞きした「入会」の意味の深さと拡

がりのほんの一部しか表現できないように感じるのだ。 

 ヘダールさんの帰国後、機会をとらえては日本の山村を訪ね歩くようになった。そんな中、改めて実感

したのは、山はかつて、人が生きていくために不可欠な水・燃料・資材を提供する源として、今の私たち

には想像できないほどに生活に密着していたということだ。石油・ガス・電気・公共水道などが当たり前

になった今では、暮らしの中で山の存在を意識することは少なくなった。しかし、1960年代頃までは、薪

や炭、家の建材、屋根を葺く草や樹皮、飼料、肥料、山菜・木の実など、ムラの暮らしは山の恵みに支え

られていた。これは多かれ少なかれマチの生活にもいえたことで、都会でもコンロや火鉢で炭を使うのが

当たり前だった。暮らしに不可欠な燃料は、アラブの石油諸国ではなく、日本の山に支えられていたのだ。

そして、これははるか縄文の時代から何代も何代も続いてきた暮らしぶりで、それが劇的に変化するのは

ほんのこの 40～50年にすぎないのだ。 

 こうした山の多くは、個人が所有するものではなく、「ムラ山」「惣山」などとよばれる入会（共有）の

山だった。人が生きていくために不可欠な基盤であるがゆえに、一部の金持ちが独占すべきものではなく、

ムラに暮らすものが共有し、守るべき「みんなのもの」だったのだ。 

「水とか森とか、生きるために基本的なものは所有ではなくって、共有する必要があると思ってるんだ。

所有は『ある人』と『ない人』をはっきりとわけるべ。そうではない共有の空間が必要なんだ。そういう

空間がムラでいう入会なんだな。」 
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福島の石筵集落に暮らす後藤克己さんはこう教えてくれた。石筵では、現在も 1000ヘクタールほどの里

山が、国有でも私有でもなく、石筵の人々が共有する入会林野として受け継がれている。全国各地で入会

林野の近代化政策、いいかえれば入会林野の国有化、公有化、あるいは私有化が進められる中、石筵で守

り抜かれてきた入会の原則に、「離村失権」と「全会一致」がある。文字通り、ムラを離れた者は権利を失

う、また、入会権の処分をめぐる重要な決めごとには全員の合意、「みんなが納得する」ことが必要、とい

うものだ。都会に暮らす者でもムラの土地を購入・登記できる近代的所有制度や、多数決を原則とする近

代的民主主義とは相容れない考え方である。 

「『金と多数でなんとかなる』のが近代。でも、水や森、生きるために基本的なものはそうしてはまずい」

と後藤さんはいう。 

いのちを支える基本的なものは、金持ちが独占しうる私有でも、「お上任せ」「政治家任せ」の国有でも

公有でもなく、共有、つまり、その地に暮らす人々自身――富める者も貧しき者も――が寄り合い、いか

に利用管理していけるか、納得するまで話し合い、決まりをつくり、まもっていく必要があるということ

だ［後藤 2001, 島上 2005］。その意味では「入会」と「寄合」は、車の両輪となって地域の暮らしと自治

を支えてきたといえるだろう。 

  ヘダールさんは、日本の入会の山が暮らしの中で果たしてきた役割とその価値を直感的に理解したよう

だった。それはインドネシアで彼が体験してきた村人と森の関わり、森をめぐるさまざまなムラの慣習に

共通するものがあったからかもしれない。そして、それとともに、ヘダールさんが関心を示したのは、日

本の入会とインドネシアの慣習が近代化の中でたどってきた歴史の共通性だった。 

 

ヘダールさんの興奮：重なり合う歴史 

「明治政府は近代化政策の一環として、地租改正と官民有区分政策を実施しました。所有権が確認され

た土地は税金の対象とし、所有権のあいまいな土地は国有地に編入するというものです。その結果、村人

が先祖代々うけついできた入会林野の多くが、所有権があいまいであることを理由に国有化され、村人は

山を利用・管理する入会権を奪われてしまったんです。」 

 全国各地を歩き回り、入会研究をすすめていた三俣学さん（現・兵庫県立大学経済学部）は、京大近く

の喫茶店でヘダールさんにこう説明した。ヘダールさんはこの説明にひどく興奮した様子で、次のように

語りだした。 

「入会林野が辿ってきた歴史はインドネシアと全く同じ！ インドネシアでも日本とちょうど同じ頃［1870

年］、オランダ植民地政府が『国有地宣言』を出したんだ。これは、所有権のあいまいな土地はすべて国有

地とするというもの。この考え方は基本的に今にいたるまで受け継がれていて、森や土地をめぐる紛争の

根源になっているんだ！」 

 ヘダールさんをさらに興奮させたのは、村人の慣習にもとづく土地への権利が実際にはほとんど認めら

れなかったインドネシアに対し、日本では、入会権を求める激しい村人の抵抗・闘争の末、記名共有林、

財産区、生産森林組合など、政府の譲歩・妥協の産物といもいえる制度が生みだされるとともに、入会慣

行が今も息づいている地域がある、ということだった。そして、そういった入会が息づく山林の中には、

林業不振、過疎化などが叫ばれる中、比較的良好に管理されているケースが現実としてあり、だからこそ、

三俣さんは入会研究に惹き込まれてしまったのだ、ということだった［室田・三俣 2004］。 

「日本の入会をめぐる経験は、今のインドネシアにとってとても参考になる。ホンダやサムライだけで
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はない日本の側面を、もっとインドネシアに伝えてほしい！」 

そう繰り返し、ヘダールさんは帰国していった。 

 

知恵と経験をつなぐ 

 ヘダールさんが残したこの宿題にどう応えていくか。その第一歩として取り組んだのが、日本とインド

ネシアの山村の知恵と経験をつなぐ試み「いりあい交流」だ。「いりあい交流」を進めるにあたって、私た

ちは次の二点を念頭においた。一つは、日本の入会を情報や研究成果として紹介するのではなく、生身の

人間の「経験」としてつなぐことである。膨大な入会研究の客観的成果を伝えることも重要だが、まず何

よりも、後藤さんをはじめとする人々の「経験」が発する言葉の重みを伝えたい、と考えた。そしてもう

一つは、研究者・NGO・地域住民・政府職員など、できるかぎり多様な人々をつなぎ、立場を越えたネット

ワークをつくりだすことである。そこから、未来につながる主体的な実践や協働が生まれうると思ったか

らだ。 

 幸いなことにトヨタ財団（「アジア隣人ネットワーク」プログラム）の 2年間の助成をうけることができ、

2004年 11月から本格始動することとなった。2005年 9月にまず日本から中スラウェシの山村、後述のマ

レナとトンプを訪ね、2006年 6月には今度は、中スラウェシから、ヘダールさんをはじめとする 6名の人々

を招き、日本の山村を訪ね歩いた。 

「いりあい交流」は現在
・ ・

進行形
・ ・ ・

の取り組みではあるが、これまでの歩みの中から、2005年 9月に訪問し
た中スラウェシの山村マレナでの見聞と交流を中心に紹介しよう。そして、そこから見えてきたことを整

理してみたい。 

 

3. 山村マレナでの「いりあい交流」 

 

中スラウェシの山村マレナ 

「ト・トン・ト・トン・ト・ト・トン・トン・・・・」、車を降りたら、丘の上のほうから、リズムよく

何かを叩く音が聴こえてきた。ヘダールさんらの後をついて丘を登っていくと、豪華なフリルスカートの

ようなかわいらしい伝統衣装を身に着けた女性たちに握手で歓迎をうける（写真 1, 2）。今北さん、家中さ

んともかなり面食らっている様子。矢田さんはあわててカメラを取り出し、記録係と化している。見上げ

ると、伝統的な木造高床のバンタヤ（ムラの寄り合い所）の端で男性がト・トン・ト・トンと竹を叩いて

いる。あとで聞いたところによると、客の到着を村人に告げる音だったのだそうだ。50名はいただろうか。

周りに集まった老若男女の注目を浴びながらバンタヤにあがると、集落長の妹さんだと聞いていたイェニ

さんが笑顔で迎えてくれる。伝統衣装に身をつつみ、1 ヶ月前の準備訪問時に会ったときとは見違えるよ

うなあでやかさだ。 

山村マレナを訪問することになった日本人は、環境社会学を専門として日本の村落社会に詳しい家中茂

さん、30年前に滋賀県朽木村に移り住み、山の村に生きてきた今北哲也さん、インドネシアのジャワ島ボ

ゴール市を拠点に活動する環境NGOの矢田誠さん、そして私の 4名。これに、ヘダールさん、NGOバン

タヤとNGOアワム・グリーンの若者などが加わり、総勢 10名あまりがマレナへと向かった。 

朝 9時前には出発しようといっていて、毎度ながらのインドネシア的「ゴム時間」（ゴムのように延びて

予定よりも遅くなること）で、パル市内にあるNGOバンタヤの事務所を出たのが 10時過ぎだった。途中
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で、写真を撮ったり、伝統家屋を見学したり、コーヒーを飲んだりしていたので、4 時間はかかったろう

か。案内役のヘダールさんとともにのんびり寄り道を楽しんでいたのだが、マレナの人々は一体何時から

待っていたのだろうか、と思うと申し訳ない気持ちになる。そんな気持ちを溶かしていくかのように、2

泊 3日の私たちの来訪を歓迎する儀式がゆったりとはじまった。 

   
写真1  伝統衣装に握手での歓迎をうける   

 

マレナ集落は、中スラウェシ州の州都パル市から約 90キロメートル、舗装道路を南下したところに位置

している。道路沿いに家が点在しているためか、集落としてのまとまりはあまり感じられない。森と深い

関わりをもち、さまざまな慣習が今も息づいているとは、一見、想像しがたいところだ。 

村人の話によれば、マレナは、もともとマレナの北部に暮らしていたクラウィ族が水牛を南の放牧地に

移動させる途中の休息地および焼畑地として拓き、徐々に人が定住するようになったのがはじまりなのだ

という。現在の集落の人口は約 60世帯（230人程度）。村人の過半数はクラウィ族だが、一部、結婚など

を理由に移り住んだトラジャ、ブギス、マナド、ジャワなど、慣習・文化の異なる人々も暮らしている。

行政的には、現在オオ行政村の一集落となっているが、文化的にはクラウィ族の中心地ボラパプ村に近い。

かつてはボラパプ村の飛び地集落となっていたそうだが、行政上の理由から 1992年に隣接するオオ村に編

入されたのだという。もっとも、これには後日談があって、私たちの訪問後（2005年 11月）、マレナはオ

オ村を離れ、再びボラパプ村の飛び地集落となった。ボラパプ村を中心としたクラウィ郡がいくつかの郡

に分割されることになり、オオ村がボラパプ村とは別の郡に編入されることになったためだという。 

ヘダールさんはこのマレナ集落と数年来のつきあいがある。きっかけは、州の地方公社によって収用さ

れた丁子農園用地に対する村人の権利を取り戻すことはできないか、と村人が相談してきたことにはじま

る。以来、マレナでは、自分たちのムラの慣習を掘り起こし記録することで、森と土地に対する権利をと

りもどし、ムラの自治を強める取り組みが活発化しているのだという。森と土地をめぐり、マレナの人々

は一体どんな問題を抱え、どんな取り組みがなされてきたのか、少し概観しておこう。 

  

森と土地に対する権利回復の試み 

マレナの面積は約 2200ヘクタール。ちょうど中央を南北に流れるメウェ川に沿うように舗装道路が走り、

道路わきのわずかな平坦地・丘陵地に家々がならび、水田が拓かれている。それ以外はすべて広大な山々

だ。林業省の区分にしたがえば、道路わきのわずかな居住地をのぞいたすべてが「森林区域」となってい

る。政府の許可なしには、居住はもちろん、森を利用することもできない区域だ。「森林区域」であっても、

写真2 歓迎式にて。来訪者は噛みタバコをいただくの

がしきたり 



 7 

政府の具体的な事業がおりてくるまでは大きな問題はなかった。ほぼ従来どおり、森を使うことができた。

事情がかわりはじめるのは、とくに 1970年代以降のことだという。マレナの西端の森はいつのまにか「保

安林」に指定され、舗装道路から東側の大部分は「自然保護区域（国立公園）」に指定された。そして舗装

道路から程近いところでは州政府が「丁子農園」を造成しはじめた。人々の生活を支える空間は次々とせ

ばめられることとなった。とくにこの丁子農園は、人々が焼畑地・樹園地として利用していた土地で、生

活・生計に対するインパクトが大きかった。 

スハルト退陣後の全国的な「改革」の機運の中、マレナの人々も、州政府によって造成された丁子農園

の土地奪還に向けて動きだした。その頃ちょうど、マレナによく通っていた NGO アワム・グリーンの若

者たちにまず相談がもちかけられた。アワム・グリーンはパル市内の高校の自然愛好会のメンバーが、山

に通っているうちに、山村の問題を知ることになり、自分たちにも何かできることはないかと卒業後設立

したNGOだ。アワムは Activity of World And Mountaineering（世界登山活動）の略AWAMで、インド

ネシア語で「普通の、コモンの」の意でもある。アワム・グリーンには「草の根」と「緑」を大切にした

いとの思いがこめられているという。村人の役に立ちたいけれど、法律面の問題は自分たちだけでは手に

負えないと、アワム・グリーンのメンバーからヘダールさんが主宰する NGO バンタヤに相談が持ちかけ

られた。 

土地奪還にいたるまでのプロセスは詳述しないが、2001年 10月、マレナの人々は、州政府から権利を

委譲されていた地方公社から、土地の「奪還」を宣言した。奪還を宣言したといっても、法的な権利を得

たというわけではなく、広く世の中に奪還を宣言することで、奪還の正当性を事実上政府にも認知させた

ということである。その際、奪還の正当性を訴える根拠となったのが、政府による事業の不当性の証明―

―不当な土地収用プロセス、法令にもとづかない農園の権利委譲手続き、契約に反した農園の管理状態な

ど――と、「慣習があること」の証明である。たとえ土地証書をもっていなかったとしても、この土地はマ

レナの人々が慣習にもとづき、先祖代々利用・管理してきた土地であり、今も慣習の組織・制度・決まり

が実際に息づいていること示す、ということだ。 

奪還した土地は話し合いの結果、土地収用が行われる前の利用関係にかかわらず、トラジャ、ジャワな

ど他民族の転入世帯を含む全世帯に、共に努力した成果として、平等に分配することにしたのだという。

私たちを迎えてくれたバンタヤは、奪還と村人の団結を記念して、奪還地の上に新しく建てられたものだ

ったのだ（写真 3）。バンタヤのまわりには、丁子にかわってカカオやとうもろこしが植えられたり、家々

や教会が建てられ、新しい集落ができつつあった。2002年 9月 25日に行われたバンタヤの完成記念の儀

礼は、ヘダールさんらNGOの他、クラウィ郡の郡長など政府関係者も招いて盛大に執り行われたという。

マレナの人々がそう意識していたのかどうかわからないが、バンタヤの建設も、政府関係者を招いての完

成記念儀礼も、慣習の存在を「目に見える形」で提示し、奪還を広く社会的に認めさせる手段・機会とな

っていたのかもしれない。 

丁子農園の土地奪還後、国立公園に指定された区域でも、マレナの慣習にもとづく利用・管理を認知さ

せようとの機運が高まっている。その手段の一つが、マレナには森の利用と管理をめぐってどんなムラの

しきたり・慣習があるのかを、地図や文書など「目にみえる形」にして、外部の人間、とくに政府に示し

ていく取り組みである。あとで紹介する「慣習にもとづく土地利用区分地図」は、アワム・グリーンの若

者たちの助けをかりて村人が作成した成果の一つだ。 

私たちを迎えてくれた盛大な歓迎式の際も、オオ村の村長、郡レベルの警察責任者、地区の教会の牧師




